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第１章 はじめに 

１ 計画の目的 

石内地区は、無秩序な乱開発を防止する目的から、昭和４６年以降現在まで平地部の大半

が市街化調整区域とされており、開発・建築が制限されています。このため、石内地区では、

市街化調整区域でも開発可能な土地区画整理事業のような、平地部全体を対象とした計画的

なまちづくりの実施について検討がなされたものの、事業実施に至りませんでした。 

こうしたことから、石内まちづくり協議会（以下「本協議会」といいます。）では、地域

住民の参加を得て、平成１８年に「石内まちづくり基本構想」（以下「基本構想」といいま

す。）を策定しました。基本構想では、石内バイパス沿道などを「沿道環境形成ゾーン」と

位置づけ、「地区計画制度※などを利用しながら、沿道環境や景観の改善・向上への取組を

進めるとともに、幹線道路を生かした沿道の計画的な土地利用を進める方向で検討するゾー

ン」としました。 

平成２０年に広島市が作成した「ひろしま西風新都まちづくり推進プラン」（以下「推進

プラン」といいます。）では、石内地区の平地部の大部分を計画誘導地区に位置づけ、「地

域住民が主体となって地区計画制度等を積極的に活用し、計画的な魅力あるまちづくりを行

う。」としています。また、石内バイパス沿道については、地域軸及び地区拠点に位置づけ、

生活利便施設等の立地や良好な市街地環境の整備を促進させる地区としています。 

近年、石内バイパス沿道では、地権者等が都市的な土地利用をしたいという思いから、地

区計画制度の勉強会を始めるなど、

都市的な土地利用に向けた機運の

高まりが見られるようになりまし

た。 

このような状況を受けて、本協議

会では、石内バイパス沿道地区で地

区計画を活用するため、その前提と

なる「まちづくり計画」を策定する

ことにしました。 

この計画は、自由度の高い都市的

な土地利用ができるようにするた

めだけでなく、計画的な魅力あるま

ちづくりを実現するため、地域住民

の方が将来のこの地区をイメージ

し意見を出し合い、そのイメージを

共有し、そして、まちづくりの方向

性を導き出すためのものです。 

図 軸と拠点の設定 

（ひろしま西風新都都市づくり推進プラン） 

※地区計画制度 

 住民参加型のまちづくり手法で、住民の話し合い

等により地区の課題や特徴に応じた地域限定の「ま

ちづくりのルール」を具体的に定める制度です。市

街化調整区域でもこの地区計画を定めれば、計画の

内容に適合した開発や建築が許可されます。 
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２ 対象区域  

本計画の対象区域は、原田から湯戸までの石内バイパスの沿道で、石内川から杜の街の山

裾までの範囲（約50ｈａ）とします。具体的には下図のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の対象区域 

 

※本協議会では、自由度の高い都市的な土地利用をしたいという石内バイパス沿道の地権者等の機運を踏ま

えて、石内バイパス沿道まちづくり計画を策定することとし、計画対象区域を設定しました。本協議会では

引き続き石内地区の平地部（推進プランに定める計画誘導地区）を対象にまちづくり計画を策定したいと考

えています。今後、地権者等の皆様のご要望により、まちづくり計画の対象範囲を広げていきたいと考えて

います。
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３ 計画の性格と役割 

本計画は、石内バイパス沿道の土地利用のルールや地区内の道路等の地区施設など、いわ

ばこの地区の将来のまちづくりの方向性を具体化した計画です。また、市街化調整区域でも

開発・建築が可能となる地区計画を策定するための前提となる計画でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画案の立案・提案 

都市計画決定手続き 

建築や開発による 

土地活用 

 

【まちづくり計画と土地活用の流れ】 

本協議会 地権者等 広島市 

石内バイパス沿道のまちづくり計画の 
作成に向けた取組 

（地権者等が主体となって決定した内容をもとに計画内容を検討） 

 

土地活用に向けた 

勉強会の実施 

地区計画の都市計画決定 

手続き期間：約８か月 

計画的な魅力あるまちづくり 

（市街地形成の進展） 市街化区域への編入 

まちづくり計画の作成支援 

まちづくり計画策定 

地権者等の合意形成 
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４ まちづくり計画策定の流れ 

本計画の策定に当たっては、ワークショップ方式による２回の全体検討会及び４つの地区

別検討会などを開催し、土地利用の主体となる地権者や借地権者等の方々をはじめ、地区住

民の方にも参加していただきました。 

また、ワークショップを開催する前には、まちづくり計画等の地区住民等の皆様の理解を

深めるため、広島市による勉強会が開催されました。 

 

【策定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本協議会役員会が内容検討（平成２４年６月～平成２５年１月）     まちづくり計画案の策定 

まちづくり勉強会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広島市主催） 

地権者等によるワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（石内まちづくり協議会主催） 

第１回全体検討会 

（平成２４年９月９日） 

《テーマ》 
☆石内バイパス沿道の将来像を考えよう！ 

○めざす土地利用は？建てられない建物は？ 

（何を建てられるようにするか） 

○どんな姿・イメージのまちに？ 

 参加者：５９人 

地区別検討会 

原田・平岩・上中   ：平成２４年１０月２１日（参加者：１０人） 

下中（道路南）     ：平成２４年１０月２８日（参加者：７人） 

下中・下沖（道路北）：平成２４年１１月４日   （参加者：１０人） 

湯戸          ：平成２４年１１月１１日（参加者：７人） 

《テーマ》 

☆私たちの地区のまちづくりを考えよう！ 

○道路や公園は？ 

○沿道及びその背後の建物は？ 

第２回全体検討会 

（平成２４年１２月２日） 

《テーマ》 

☆まちづくり計画案（素案）をつくろう！ 

○はじめに 

○全体計画 

○地区別計画 

 参加者：６１人 

まちづくり計画の策定 

第１回まちづくり勉強会 

平成２４年７月３０日 

  〃  ８月２日 

  〃  ８月３日 

  〃  ８月４日 

《テーマ》 

☆石内地区の現状 

☆まちづくり計画の概要 

             など 

参加者：５９人 

第２回まちづくり勉強会 

平成２４年８月２０日 

  〃    ８月２２日 

  〃    ８月２３日 

  〃    ８月２４日 

《テーマ》 

☆土地に係る税金 

            など 

参加者：５９人 

まちづくり勉強会総集編 

（平成２４年８月２６日） 

※第１回と第２回の 

内容すべて 

参加者：２８人 

本協議会理事会がまちづくり計画案を審議（平成２５年１月２４日）   

本協議会理事会がまちづくり計画の策定を決定（平成２４年６月２９日）   

素
案
に
対
す
る
意
見
募
集 
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第２章 全体計画 

１ 将来のまちの姿 

 石内地区は、西風新都の南部に位置し、豊かな田園環境の中に幹線道路の利便性を兼ね

備えた地区です。 

現在、石内地区の土地利用の動向として、東部で石内東の開発事業が、南西部で湯戸・

下沖土地区画整理事業が開始されており、本計画の対象区域は、この２つの地域に挟まれ

た区域であるとともに、佐伯区五日市地区と安佐南区を結ぶ広域的な幹線道路の性格を持

つ石内バイパスの沿道に位置します。 

本計画の策定に当たり、全体検討会で石内地区の将来像について参加者がイメージした

意見が、下記のキーワードに集約されました。その結果、今回のワークショップでは、石

内バイパス沿道の活性化を望む一方で、暮らしや田園環境との調和も重要な要素であるこ

とが明らかになりました。 

 

 

推進プランや基本構想において、田園環境等の周辺環境に配慮しつつ、幹線道路を生か

した沿道の計画的な土地利用を進める地区として位置づけられていることや、石内地区の

住民がイメージした要素を踏まえ、土地利用計画に関連して期待する「将来のまちの姿」

は、以下のとおりとします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード（要素） 

石内らしい、石内のまちづくり 

自然・田園・美しさ 

生活環境 

安全・安心・健康 
つながり・交流 

都市機能 

便利・にぎやか 

活性化 

周辺環境への配慮 幹線道路を生かしたまちづくり 

・幹線道路を生かし、沿道の計画的な土地活用が進むとともに、良好な沿道環境や景

観が形成されているまち 

・田園環境等の周辺環境に配慮しつつ、安全で快適な生活環境が形成されているまち 

将来のまちの姿 

『自然と生活文化を大切にした活力あるまち』 
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２ まちづくりの方針 

（１）地域整備の方針 

石内地区の平地部の大部分は、推進プランにおける「計画誘導地区（平地部）」に位

置づけられており、本計画の対象区域では、以下のような整備方針が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

石内バイパス沿道は「地域軸」に、主要な交差点付近（３箇所）は「地区拠点」に位

置づけられ、以下のような整備方針が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、基本構想においては、土地利用の考え方として、石内バイパス沿道を「沿道環

境形成ゾーン」に、沿道の背後地を「田園・生活ゾーン」に区分しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした計画や前記の「将来のまちの姿」を踏まえると、石内バイパスに面した土地

（背後地を含めた石内バイパスに面した一体的な区域での面的開発を含む。）において

は、人にやさしいまちづくりを考えながら、地域軸及び地区拠点にふさわしい地域整備

を促進することが必要です。 

この中で公益施設に関しては、石内地区の暮らしを支える医療・福祉・子育てといっ

た安全・安心に関わる施設に加え、地域の魅力を発信する施設、ふれあい・交流を深め

るための施設などの立地を促進することが必要です。 

一方、石内バイパス沿道の背後地においては、緑豊かでゆとりある良好な住宅や生活

環境づくりを柱とした地域整備を目指します。 

 

計画誘導地区（平地部）の整備方針 

計画誘導地区は、地域住民が主体となって地区計画制度等を積極的に活用し、計画的な魅力ある

まちづくりを行う。  

幹線道路沿道については、周辺環境に配慮しつつ、都市型住宅、生活利便施設等の立地を促進す

る。 

地域軸 

幹線道路の沿道は、都市活動を円滑に行うため、幹線道路が有する広域的な交通機能を活用して

都市型住宅、生活利便施設等の立地を促進する。 

地区拠点 

幹線道路の交差点周辺など立地特性、利便性の優れた場所は、商業・業務施設、公益施設等の集

積を進めることにより、拠点機能の向上を図るとともに良好な市街地環境の整備を促進する。 

沿道環境形成ゾーン 

地区計画制度などを利用しながら、沿道環境や景観の改善・向上の取り組みを進めるとともに、

幹線道路を活かした沿道の計画的な土地利用を進める方向で検討する。 

田園・生活ゾーン 

生活道路や公園・広場の整備・充実、河川環境や下水処理の向上、防災安全性の確保などに取り

組み、安全・快適な生活環境の形成を目指す。 

推進プラン 

推進プラン 

基本構想 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1310705172320/index.html#g29
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（２）土地・建物利用の方針 

当該地区の土地・建物利用の方針は、前記の地域整備の方針に基づくものとしており、基

本構想における「沿道環境形成ゾーン」を石内バイパスの道路境界からおおむね３０ｍより

内側の区域、「田園・生活ゾーン」を石内バイパスの道路境界からおおむね３０ｍより外側

の区域と区分して作成しています。（下図参照） 

なお、将来、市では市街化が進んだ段階で市街化区域への編入が検討されることになるた

め、それを踏まえ、法的に整合性の取れる用途などの制限を行うことが求められます。 

そのため、地区計画制度を活用して用途や高さを制限するとともに、各地区の状況に応じ

た土地利用となるよう、様々な制限を行います。 

土地・建物利用のあり方は、土地活用及びそれによる地区の性格や環境・景観を方向づける

ことになります。 

また、石内地区では、『自然と生活文化を大切にした活力あるまち』を目指して、石内ま

ちづくり協議会、地域住民、事業者等が連携したまちづくりを行っています。 

このため、社会一般としての必要性は認められるものの、施設の建設に当たって地域の理解

が必要と思われる施設の建設や、地域住民と事業者等の相互理解が必要になるような土地や建

物の利用形態の変更を検討する場合は、事業計画の早い段階で、検討する者（事業者、地権者

等）から石内まちづくり協議会、地域住民へ説明を行うよう求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 おおむね３０ｍの区域の範囲 

※おおむね３０ｍの区域外の範囲のかたまりが小さい場合一体的な土地利用の観点と地形を考慮して、おおむね３

０ｍの区域外の範囲もおおむね３０ｍの区域内に含めて検討することができるものとします。 

※都市基盤（道路、公園等）の整備を伴う土地区画整理事業等による面的な開発が実施される場合は、おおむね３

０ｍの区域の区分にこだわらず、土地利用の制限を検討することができるものとします。 



- 8 - 

 

① おおむね３０ｍの区域内 

 

～近隣商業地域と同等の内容を基本とした制限～ 

地区住民によるワークショップ（全体検討会、地区別検討会）、対象区域の土地利用

の現状などを踏まえるとともに、推進プランに記されている商業・業務施設、公益施設、

生活利便施設等の立地を促進するため、「近隣商業地域」と同等の内容を基本とした制

限を図ります。 

 

＜近隣商業地域で建てられる建物※のうち、立地制限を行う用途（建物）＞ 

既に住宅が立地していること、保育園があること、近くには小学校があることなどを考慮する

と、教育・福祉環境や生活環境に配慮することが求められ、近隣商業地域で建築が認められてい

る以下の用途については立地制限をかける、つまり建築できないようにします。 

※近隣商業地域で建てられる建物については、Ｐ10とＰ12の表を参照 

○ ホテル、旅館 

○ 遊戯施設、風俗関係の施設 

・カラオケボックス（鉄筋コンクリート造等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。） 

・バッティング練習場、ゴルフ練習場等 

・パチンコ屋 

・馬券、車券発売所 

○ 宗教施設（神社、寺院、教会等） 

○ 自動車教習所（自動車学校） 

○ 倉庫業を営む倉庫 

○ 畜舎 

 

＜建物の高さの制限＞ 

背後地の生活環境（日影、プライバシー）や営農環境を保全する観点から、建物の高さの制限

は導入の有無を含め各地区計画で検討することにします。 

なお、地区計画で高さを制限しない場合も、周辺環境に配慮した建物計画とするよう努めます。 
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② おおむね３０ｍの区域外 

 

～第一種住居地域と同等の内容を基本とした制限～ 

地区住民によるワークショップ（全体検討会、地区別検討会）、住宅が相当数立地し

ている土地利用の現状を踏まえるとともに、沿道から離れた区域は、基本構想で「田園・

生活ゾーン」に位置づけており、良好な生活環境の保全・形成を重視する必要があるた

め、「第一種住居地域」と同等の内容を基本とした制限を図ります。 

 

 

＜第一種住居地域で建てられる建物※のうち、立地制限を行う用途（建物）＞ 

生活環境を守り、向上させることが求められ、第一種住居地域で建築が認められている以下の

用途については立地制限をかける、つまり建築できないようにします。 

※第一種住居地域で建てられる建物については、Ｐ11とＰ12の表を参照 

○ ホテル、旅館 

○ 遊戯施設（バッティング練習場、ゴルフ練習場等） 

○ 宗教施設（神社、寺院、教会等） 

○ 自動車教習所（自動車学校） 

○ 畜舎 

 

＜建物の高さの制限＞ 

生活環境（日影、プライバシー）や営農環境の保全の観点から、建物の高さの制限は導入の有

無を含め各地区計画で検討することにします。建物の高さを制限する場合、「おおむね３０ｍの

区域内」の高さと同等またはそれより低くすることにします。 

なお、地区計画で高さを制限しない場合も、周辺環境に配慮した建物計画とするよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

地区の用途地域や建物の容積率・建ぺい率の最高限度などについては、今後、市の都市計画審議

会を経て決定されます。 

そのため、本計画の土地・建物利用の方針は、以下の内容を想定して作成しています。 

 

◆用途地域について 

  おおむね３０ｍの区域内 おおむね３０ｍの区域外 

用途地域 近隣商業区域 第一種住居地域 

 

◆建物の容積率と建ぺい率の最高限度について 

 おおむね３０ｍの区域内 おおむね３０ｍの区域外 

容積率 ２００％ ２００％ 

建ぺい率 ７０％ ６０％ 

 



- 10 - 
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表 用途地域による建築物の用途制限の概要（市街化区域） 

 

 

 

 

 

 

 

第一種住居地域 
○おおむね３０ｍの区域外で基本とする用途地域 

○これを基本に遊戯施設、宗教施設、畜舎などを制限 

近隣商業地域 
○おおむね３０ｍの区域内で基本とする用途地域 

○これを基本に風俗施設、宗教施設、畜舎などを制限 
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（３）施設整備の方針 
既存の施設や近隣で計画されている施設を有効に活用しながら、安全で快適な環境や

景観の確保に努めるものとします。 
 

①  道 路 

地区住民によるワークショップ（全体検討会、地区別検討会）、対象区域の土地利用
の現状などを踏まえ、地区の骨格として期待される道路や、生活環境の向上に資する道
路については、配置や幅員などの規模、位置づけを記載します。 
また、この道路の計画に当っては、住民の安全・安心の観点から、児童の通学や災害

時の避難を考慮します。 
なお、位置づけた道路は、地区計画の作成の際、原則、地区施設として地区計画に盛

り込まれます。それにより、地区施設の中では建築ができないことになります。 
 

※ 広島市が、幅員４ｍの生活道路を整備する場合、基本的に土地は寄付が前提とされています。

その場合、寄付の負担が特定の地権者に偏らないよう検討することとします。 

また、幅員６ｍの主要生活道路は、幅員４ｍの生活道路に比べ、道路の受益者は、沿道の地権

者等だけでなく、より広い範囲から道路を利用する人も該当します。このため、主要生活道路の

整備に際しては、本協議会として、市に対し関係する土地の買収を働きかけることとします。 

生活道路を含め、地権者等の合意が得られた道路（市道等）については、市に対し整備を要望

することとします。地域住民の生活環境の向上のため、道路整備に合わせて公共下水道の整備を

要望することとします。 

 

②  公 園 

市街化の状況や住民ニーズなどを踏まえながら、中長期的な観点から、街区公園等の

計画を検討します。 

 

※ 土地の確保の方法を検討するとともに、土地の確保の目途がついた場合は、市による整備を働き

かけます。 

また、石内川の河川公園との一体的利用など、地域資源を生かした魅力ある公園の整備について

も検討します。 
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第３章 地区別計画 

 

１ 道 路 

 

(1)  原田地区 

 

① 配置と規模 

 

まちづくり計画に位置付ける道路は設定しません。 

 

原田地区は、概ね４ｍ以上の道路が整備されており、現時点で開発等を計

画する未接道地もなく、災害時の避難にも支障がないため、道路の拡幅等が

必要ないものと考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田 
Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 
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(2)  平岩地区 

 

① 配置と規模 

 

佐伯１区１０３号線の一部区間を幅員４ｍの道路として位置付けます。 

 

佐伯１区１０３号線は、石内川の西側区間で幅員４ｍに拡幅する計画があ

り、この計画と連携を図ることによって、地区の骨格となる路線としての機

能を期待しました。 

 

② 整備の方針 

佐伯１区１０３号線の一部拡幅工事については、市に要望することとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平岩 

佐伯1区103号線 

４ｍ 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 
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(3)  上中地区 

 

① 配置と規模 

 

まちづくり計画に位置付ける道路は設定しません。 

 

上中地区は、地区の中央部に佐伯１区４３３号線及び佐伯１区９８号線と

いった幅員約６．５ｍの骨格となる道路があり、また、未接道の土地もない

ため、道路の拡幅等が必要ないものと考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上中 

佐伯1区98号線 

佐伯1区433号線 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 
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(4)  下中・下沖地区 

 

① 配置と規模 

 

佐伯１区８８号線の一部区間を幅員６ｍの道路として位置付けます。 

佐伯１区９０号線及び佐伯１区９２号線の一部を幅員４ｍの道路として位

置付けます。 

 

佐伯１区８８号線は、県道原田五日市線と石内バイパス及び佐伯１区３７

６号線（杜の街内の幹線道路）を相互に連絡する機能を持つ主要生活道路と

して必要な道路だと考え、一部が石内小学校の通学路になっていることにも

配慮して６ｍの道路を計画しました。 

また、佐伯１区９０号線及び佐伯１区９２号線の一部は、地区内の骨格を

なす道路であり、災害時の避難も考慮して、４ｍに拡幅する路線として計画

しました。 

 

② 整備の方針 

佐伯１区８８号線については、拡幅に必要な土地が一部の地権者に偏って

いるため、買収を前提とした整備を市に要望することを確認しました。市の

事業が始まるまでの間に、拡幅部分の土地に建築物が立地しないよう、適正

に制限を設けます。 

佐伯１区９０号線及び佐伯１区９２号線の一部拡幅工事については、市に

要望することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ｍ 

佐伯1区92号線 

佐伯1区88号線 

佐伯1区90号線 

佐伯1区376号線 

下中・下沖 

４ｍ 

６ｍ 

６ｍ 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 
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(5)  湯戸地区 

 

① 配置と規模 

 

佐伯２区３６０号線の一部区間を幅員４ｍの道路として位置付けます。 

 

佐伯２区３６０号線は、地区内の骨格をなす道路として、４ｍに拡幅する

路線として計画しました。 

なお、佐伯１区６７号線は幅員が狭く整備が必要だと考えましたが、周辺

がまとまった農地であることから、将来的に面的な市街地整備が期待できる

ため、道路の配置や規模は位置付けませんでした。 

 

② 整備の方針 

佐伯２区３６０号線の一部拡幅工事については、市に要望することとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

凡  例 

 

   地区の区域 

 

   計画路線（幅員あり） 

 

   計画路線（幅員不足） 

湯戸 

佐伯1区67号線 

４ｍ 佐伯2区360号線 
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２ 公 園 

(1)  原田地区 
 

この地区には、公園を整備できるようなまとまった土地がないため、公園を位置付

けませんでした。 

 

 

(2)  平岩地区 
 

この地区のどこかに公園ができることを期待し、場所は特定できませんが、中長期

的な観点から、石内川と一体的な公園などの整備を検討することとしました。 

 

 

(3)   上中地区 
 

この地区には、公園を整備できるようなまとまった土地がないため、公園を位置付

けませんでした。 

 

 

(4)  下中・下沖地区 
 

この地区の石内バイパス南側については、近隣の団地（杜の街）の公園を利用する

ことが現実的であるため、公園を位置付けませんでした。 

また、この地区の石内バイパス北側については、近隣の湯戸・下沖地区土地区画整

理事業で整備される公園を当面は利用することにし、公園の配置は、将来必要となっ

たときに検討を行うことにしました。 

 

 

(5)  湯戸地区 
 

この地区は、近隣の湯戸・下沖地区土地区画整理事業で公園が整備されることから、

当該公園を利用することにし、また、面的整備に伴う公園整備が期待できるため、公

園を位置付けませんでした。 

 

※ 土地区画整理事業や 3,000 ㎡以上の開発行為を行う場合は、土地区画整理法及び都市計画法等で公園を

設けることが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


